
子ども・子育て支援新制度関連事務業務委託仕様書 

 

１ 委託件名 

子ども・子育て支援新制度関連事務等業務委託 

 

２ 委託業務内容 

受注者が行う委託業務の概要は以下のとおりとする。ただし、受注者職員の判断を必要とする業務に

ついては、委託業務の対象外とし、本業務と明確に分離・区分する。業務内容の詳細及び想定量につい

ては別表を参照のこと。 

（１） 保育施設に対する運営費・補助金等の支払いに関する業務 

（２） 保育施設の処遇改善加算に関する業務 

（３） 保育施設の給与改善に関する業務 

（４） 保育施設に係る各種照会・調査・集計に関する業務 

（５） 保育料、保育無償化に係る収納・償還に関する業務 

（６） 保育所会計年度任用職員の雇用、賃金支払いに関する業務 

（７） 発注者が主催する保育関連研修に関する業務 

（８） 保育所給食に係る検査の結果報告に関する業務 

（９） 上記業務全体の事業計画の策定や実績管理・リスク管理 

（１０）業務遂行上の課題を把握、改善案を立案し、それを実行するとともに、これらの内容について

受注者への定期的な報告・説明 

 

３ 基本的要件 

受注者は、以下の基本的要件を満たしたうえで委託業務を実施する。また、本仕様書に記載のない細

部事項は、発注者と受注者が協議の上定める。 

（１） 契約期間 

令和６年１月１日から令和８年１２月３１日までとする。 

（２） 委託業務の実施日及び時間 

ア 実施日及び時間 

業務委託を履行する日及び時間は、原則として月曜日から金曜日の午前９時から午後５時４５分

までとする（１２月２９日から１月３日までの日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日を

除く。）。 

イ 休日 

休日、休暇等委託業務従事者の服務に関することは、発注者の定めるところによるが、この場合

受注者の業務に支障をきたさないよう考慮する。 

ウ 休憩時間 

午後０時から午後１時までの時間帯についても、最低１名の業務従事者を交代で勤務させるもの

とする。 



  エ 時間外勤務 

業務の進捗状況ならびに窓口対応のために必要と認める場合においては、上記時間外にも協議の

上業務を実施することがあり得る。この場合においても、委託料の額は変更しないものとする。 

（３） 支払方法 

毎月払い(３６回)とする。 

 

４ 執務室等 

（１） 委託業務を執行するために必要な場所は、発注者が指定する場所（幼保運営課と同フロアを予

定）とする。 

（２） 発注者委託業務従事者の休憩場所等は、別途協議する。 

（３） 委託業務を執行するために必要な場所及び電力等は発注者が提供する。 

（４） 業務委託内容以外のものに前項の設備等を使用してはならない。 

（５） 発注者が管理する庁舎及び施設のうち、発注者が認めた場所以外に立ち入ってはならない。 

 

５ 人員に係る実施体制の構築 

受注者は、委託業務を遂行するにあたり、以下の項に掲げるものを満たし、想定される業務量を踏ま

え、受注者の責任において、実施体制を構築し、維持すること。また、必要に応じて適切な対応をとる

こと。 

（１） 業務従事者の配置 

委託業務を遂行するにあたり、管理責任者、副管理責任者、担当者等を配置すること。また、それ

ぞれの役割を明確にし、適切に委託業務を遂行するとともに、業務量の変動に応じて適正に委託業務

が遂行できるよう配慮すること。 

ア 管理責任者 

業務委託において、受注者は、委託業務の総括的な責任者として現状を的確に把握し、本仕様書に

掲げる委託業務の方針に基づいて委託業務の全体を適切に運営することを目的として、管理責任者を

配置する。 

管理責任者は、フルタイム勤務の社員で本委託業務と同規模、類似業務において、２年以上の経験

を有する者であること。 

イ 副管理責任者 

業務管理において、受注者は、現状を的確に把握し、本仕様書に掲げる委託業務の方針に基づいて

委託業務を実施し、適切かつ迅速に対応するため、管理責任者を補佐し、管理責任者からの指示を受

けて担当者を指揮、監督することを目的とした副管理責任者を配置する。 

副管理責任者は、フルタイム勤務の社員で本委託業務と同規模、類似業務において、１年以上の経

験を有する者であること。 

ウ 担当者 

受注者は、本仕様書に掲げる委託業務の方針に基づいて委託業務を実施し、委託業務の制度の趣旨

やマニュアル等に掲げる委託業務の実施方法や手順等に基づき適正に業務を遂行することを目的とし

て、担当者を配置する。担当者は、管理責任者及び副管理責任者の指揮命令の下、委託業務を行う。 



（２） 発注者との協議について 

受注者は、発注者への報告、発注者との協議が必要なときは、管理責任者または副管理責認者を

もって対応することとする。 

（３） 実施体制に異動が生じる場合の取り扱いについて 

業務従事者に変更がある場合は、事前に発注者に届け出ること。 

（４） 措置 

発注者が、委託業務に支障が生じるため、又は生じているため不適切と認めた場合は、発注者及

び受注者協議の上、適切な措置を講じること。 

（５） 業務従事者の身だしなみ 

委託業務に従事する業務従事者の身だしなみについて、業務に適した規定を定め、また、発注者

職員と区別がつくように必ず名札を着用するものとする。なお、これらに要する費用は受注者の負

担とする。 

 

６ 報告・提案 

（１） 報告 

ア 報告書 

受注者は業務日報及び月報を業務報告書として作成し、業務の状況を発注者に報告すること。報

告書の様式については、双方協議の上変更することができる。また、本仕様書に定めるもののほ

か、発注者から報告を求められたときは、受託業務について報告を行わなければならない。 

イ 報告会 

受注者は月１回以上、報告書に基づき発注者と報告会を行う。日時は協議により定める。 

ウ トラブル及び事故の報告 

受注者は、業務のトラブル及び事故等があった場合は、直ちに状況を発注者に報告しなければな

らない。 

エ 業務遂行に係る報告 

委託業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び業務履行に際し遅延が生じた場合、また

生じる見込みとなった場合は、直ちに発注者へ報告し、協議すること。 

（２） 提案 

受注者は、業務処理手順等について、より効率的に事務を遂行できるように検討し、発注者に対し

て積極的に提案していくものとする。 

 

７ 研修 

委託業務の遂行にあたり、業務従事者に対してこれに必要な知識及び能力を習得させるための以下の

研修を行うこと。ただし、研修終了後は、その研修内容を記した研修結果報告書を作成し、発注者に報

告する。なお、システム操作に関する研修は、委託業務が円滑に実施できるよう、発注者と協力して実

施することとする。 

（１） 基礎研修 

ビジネスマナー、委託業務の制度趣旨及び内容並びに作業内容及びシステム操作など、委託業務



を適切に遂行できる能力を習得すること。 

（２） 個人情報保護研修 

   個人情報の適切な管理、守秘義務の遵守を徹底すること。 

（３） スキルアップ研修 

   委託業務に関する習熟度や技術力を向上させることを目的とし、適切な研修を行うこと。 

（４） 制度改正等対応研修 

   委託業務に関して制度改正等の状況の変化があった場合は、その内容に沿った適切な業務が遂行

できるよう研修を行うこと。 

（５） その他必要な研修 

  前各項以外に委託業務の実施に必要な場合に研修を行うこと。 

 

８ 新たな子ども・子育て支援システムへの移行対応 

令和７年度中に現行の子ども・子育て支援システムから新たなシステムへ移行する予定である。移行

前後において委託業務が円滑に実施できるよう、発注者と協力して必要な対応を行うとともに、業務従

事者に対する操作研修を実施すること。 

 

９ 雇用主としての義務 

受注者は業務の重要性に鑑み、業務従事者に対し、法律に定められた雇用主として一切の義務を履行

し、また、適正かつ良好な労働条件の確保に努めなければならない。 

 

１０ 秘密の保持 

（１） 業務委託の履行にあたっては、秘密の保持に関するすべての法令及び契約書等で定められた内

容を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務を行う上で知り得

たことについて、契約期間中及び契約解除後において、いかなる理由によっても他人に漏えい

してはならない。 

（２） 守秘義務の履行を担保するために、業務従事者より誓約書を提出させること。 

（３） 業務従事者に対して、事前及び定期的に秘密の保持についての教育を行うこと。 

（４） 業務委託の履行に関する秘密の保持については、退職した従事者についても責任を負う。 

 

１１ 経費の負担区分 

委託業務に要する費用のうち、次に掲げるものを除いては、受注者が負担すること。 

（１） 端末装置（一般事務に使用するパソコン及びプリンタを除く。）に関る経費 

（２） 光熱水費 

（３） 複写費及び印刷費 

 

  



（４） 発注者が提供する備品等 

事務室については発注者が用意し、使用させる。 

品名 仕様 数量 

机 大型天板デスク ― 

椅子 事務用チェア（キャスター付） １２ 

更衣ロッカー コート、鞄、靴等が収納できるもの 
８ 

（※） 

パーソナルロッカー 

（個人資料・物品収納） 
W410mm×D410mm×H390mm 

８ 

（※） 

ローキャビネット【４段】 

（文書収納） 
W900mm×D400mm×H1,265mm ２ 

（※）数量については従事者数に応じて、追加できる可能性あり 

（５） 受注者が用意する備品 

受注者は、前項で示した備品を除き、委託業務を遂行する上で必要な物品を用意すること。な

お、業務従事者の増員や書類の増加に応じ、これらの備品等は事務作業に支障が生じないよう必

要数を調達すること。 

 

１２ 物品等の持ち込み及び持ち出しの禁止 

受注者は発注者からの許可を受けた場合を除き、業務従事者に執務室への物品の持ち込み又は執務室

からの物品の持ち出しをさせてはならない。 

 

１３ 履行計画書の提出 

（１） 受注者は、委託業務遂行にあたり、次の事項を含む履行計画書を作成し、この契約締結後速や

かに発注者に提出すること。 

① 業務知識・端末操作の習熟及び守秘義務等従事者の業務スキル向上のための研修体制 

② 業務分担を明確にした組織体制 

③ 責任者の役割 

④ その他契約書及び仕様書の条項における発注者に提示すべき事項 

（２） 本仕様書の他の条項の規定により本仕様書の記載事項等が変更された場合において、発注者が

必要と認める場合は、受注者に対して履行計画書の再提出を求めることができる。 

（３） 履行計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

１４ 第三者に及ぼした損害 

受注者が故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者においてその損害を

賠償することとする。ただし、その損害が発注者の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではな

い。 

 

  



１５ 業務の引継ぎ 

本契約期間が満了するとき（満了後も引き続き本業務を履行することとなる場合を除く。）又は契約

約款の規定に基づく契約の解除があるときの業務の引継ぎは次のとおりとする。 

（１） 引継書の作成 

受注者は、本業務の遂行に関する留意事項等をまとめた引継書を作成し、発注者に引き渡す。 

（２） 引継内容の説明 

受注者は、契約期間満了後であっても引継書の内容について、発注者から説明を求められたとき

は、誠実に対応し、説明しなければならない。 

（３）引継ぎの費用 

前委託期間に本業務を受託していた事業者から引継ぎを受ける場合、引継ぎに必要な経費は受注者

の負担とする。 

 

１６ その他 

委託業務の遂行にあたり、本仕様書に記載のない事項又は疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、

発注者及び受注者が協議の上、適切な措置を講じること。 



別表　業務一覧

※件数は、令和５年度の件数であり、令和６年度以降は平均1.1倍程度件数が増えることを見込むこと。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

1 私立保育所（市内）委託費支払い 例月：発送
システムから出力される給付費試算児童一覧・給付費試算

総括表を基に請求書類を作成し、各園に送付。
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,040

2 私立保育所（市内）委託費支払い 例月：システム確認
各園から赤字で修正の入った児童情報についてこども子育てシ

ステムにて、修正内容の確認。
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,040

3 私立保育所（市内）委託費支払い スポット：加算認定作業

施設型給付費などにかかる加算適用申請書を作成、各園に

送付。各園からの申請内容をマスタに登録。変更があれば随

時更新。

0 0 100 70 0 0 0 0 0 0 0 0 170

4 私立保育所（市内）委託費支払い 四半期：遡求計算

システムから出力される給付費試算総括表(3か月分)を基に

データ入力をし、請求書または内訳書を作成。出力し、各園

に送付する。

0 0 0 510 0 0 510 0 0 510 0 0 1,530

5 私立保育所（市内）委託費支払い 年間：遡及計算

システムから出力される給付費試算総括表(12か月分)を基に

データ入力をし、請求書または内訳書を作成。出力し、各園

に送付する。

2,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,040

6 認定子ども園/地域型 給付費負担金支払い 例月：発送
システムから出力される給付費試算児童一覧・給付費試算

総括表を基に請求書類を作成し、各園に送付。
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1,512

7 認定子ども園/地域型 給付費負担金支払い 例月：システム確認
各園から赤字で修正の入った児童情報についてこども子育てシ

ステムにて、修正内容の確認。
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1,512

8 認定子ども園/地域型 給付費負担金支払い スポット：加算認定作業

施設型給付費などにかかる加算適用申請書を作成、各園に

送付。各園からの申請内容をマスタに登録。変更があれば随

時更新。

0 0 70 56 0 0 0 0 0 0 0 0 126

9 認定子ども園/地域型 給付費負担金支払い 四半期：遡求計算

システムから出力される給付費試算総括表(3か月分)を基に

データ入力をし、請求書または内訳書を作成。出力し、各園

に送付する。

0 0 0 378 0 0 378 0 0 378 0 0 1,134

10 認定子ども園/地域型 給付費負担金支払い 年間：遡及計算

システムから出力される給付費試算総括表(12か月分)を基に

データ入力をし、請求書または内訳書を作成。出力し、各園

に送付する。

1,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,512

11 処遇改善等加算（基礎分） 交付申請　①データ確認・出力　②データ入力
園から提出された在職証明の内容と申請内容の差異や、在

職証明の内容を確認する。
0 198 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298

12 無償化に関する事務 四半期：システム登録・口座登録
無償化に伴う申請書を基に、システム確認・登録をする。ま

た、振込口座の有無確認・登録を行う。
300 400 0 300 400 0 300 400 0 300 400 0 2,800

13 無償化に関する事務 四半期：施設等利用費支払決定通知発送作業 四半期：振込通知書発送作業 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 10,000

14 処遇改善等加算Ⅰ 申請：①データ確認 ②データ印刷とりまとめ 各園から提出のあったデータをエクセルに集計する 0 0 0 298 298 0 0 0 0 0 0 0 596

15 処遇改善等加算Ⅰ 実績：①データ確認 各園から提出のあったデータをエクセルに集計する 0 0 0 0 0 298 298 0 0 0 0 0 596

16 処遇改善等加算Ⅱ 申請：①データ確認 各園から提出のあったデータをエクセルに集計する 0 0 0 298 298 0 0 0 0 0 0 0 596

17 処遇改善等加算Ⅱ 実績：①データ確認 各園から提出のあったデータをエクセルに集計する 0 0 0 0 0 298 298 0 0 0 0 0 596

18 処遇改善等加算Ⅲ 申請：①データ確認 各園から提出のあったデータをエクセルに集計する 0 0 0 298 298 0 0 0 0 0 0 0 596

19 処遇改善等加算Ⅲ 実績：①データ確認 各園から提出のあったデータをエクセルに集計する 0 0 0 0 0 298 298 0 0 0 0 0 596

20 運営費補助金支払い 交付申請　①書類確認　②データ入力
施設運営費の交付申請書類が紙媒体（現物）で提出され

る。書類内容の確認及び、データの入力を行う。
0 0 0 196 100 0 0 0 0 0 0 0 296

21 運営費補助金支払い 実績報告　①書類確認　②データ入力
施設運営費の実績報告書類が紙媒体（現物）で提出され

る。書類内容の確認及び、データの入力を行う。
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 296

22 延長保育事業補助金支払い
交付申請・概算払　①(施設型)書類確認・データ入力

②(地域型)データ保存・印刷・書類確認・データ入力
データ内容確認・書類内容確認 0 40 95 70 20 60 0 0 0 0 0 0 285

23 延長保育事業補助金支払い 実績報告　①データ確認　②紙確認 実績報告のデータ・書類の確認を行う。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 285

24 配置基準補助金支払い 交付申請・概算払　①データ確認　②紙確認
今年度分の配置基準交付申請を園が作成・提出される。そ

のデータ・紙内容確認を行う。
140 72 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 252

25 配置基準補助金支払い 実績報告　①データ確認　②紙確認 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212

26 一時預かり事業補助金支払い
交付決定・概算払

①データ確認　②データ入力　③紙確認

今年度分の一時預かり事業補助金の交付申請を園が作成

し、提出される。そのデータ・紙内容確認を行う。
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

27 一時預かり事業補助金支払い 例月報告
今年度分の一時預かり事業補助金の実績報告を園が作成

し、提出される。そのデータ・紙内容確認を行う。
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

28 一時預かり事業補助金支払い
実績報告

①データ確認　②データ入力　③紙確認

事業者から送付される毎月の一時預かり受け入れ人数のデー

タ確認を行う。4月～12月分までの実績内容を確認。
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60

29 休日保育事業補助金支払い
交付決定・概算払

①データ分割

年度末に交付申請・実績報告処理するのための根拠資料を

作成する。
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

30 休日保育事業補助金支払い 例月報告
事業者から送付される毎月の受け入れ人数のデータ受領/入

力
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

31 宿舎借り上げ支援事業補助金 交付申請　①書類確認
請求書と添付書類の照合、データ入力、債権者情報・金額の

確認
0 60 100 19 0 0 0 0 0 0 0 0 179

32 宿舎借り上げ支援事業補助金 実績報告　①書類確認 交付申請書類受理・精査・進捗管理 10 0 0 0 0 0 50 100 29 10 100 60 359

33 給与改善 交付申請：①データ確認
今年度分の給与改善交付申請を園が作成・提出される。そ

のデータ確認とデータ入力を行う。
0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292

34 給与改善 実績報告：①データ確認
今年度分の給与改善実績報告を園が作成し、提出される。

そのデータ確認とデータ入力を行う。
142 0 0 0 0 0 0 0 150 142 0 150 584

35 宿舎借上げ支援事業補助金 「新規・変更」申請書データ化 申請書の内容をエクセルデータに入力する 0 0 0 120 60 30 30 20 20 20 0 0 300

36 無償化に関する事務 四半期：一時預かりシステム登録・口座登録
無償化に伴う申請書を基に、システム確認・登録をする。ま

た、振込口座の有無確認・登録を行う。
0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 80

37 諸用紙に関すること 在庫調べ、必要枚数の集計、配布
各諸用紙の必在庫カウント・データ入力・各園への必要枚数

仕分け・発送
0 0 0 0 0 0 56 0 0 56 0 0 112

38 各種研修に関すること 名簿作成
各施設から上がってきた研修申込をもとに、各研修ごとに名簿

を作成。
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

39 各種研修に関すること アンケート集計、まとめ アンケートのそれぞれの項目の集計表に入力。意見をまとめる。 0 1 0 161 0 574 985 96 99 890 0 0 2,806

40 地域活動事業に関すること 実績集計
保育所・保育園・認定こども園からの地域活動実績報告書を

集計表に入力
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

41 嘱託医に関すること 歯科健診結果集計 各保育所のデータを基に、結果集計表に入力 0 0 0 0 55 0 0 55 0 55 0 0 165

42 日本スポーツ振興センターに関すること 災害給付医療費支払い事務
各保育所からの災害報告書、医療などの状況の書類を基に、

スポ振に申請をする。給付金が決定されたら保護者に振込情
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

43 病欠・麻疹等集計事務に関すること 与薬集計について
園が入力した与薬集計データに異常値がないか確認する。年

度末は例月作業に加え、年間集計を行う。
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 110 715

44 アレルギー児に関すること アレルギー・宗教食調査集計
アレルギー児童・宗教食対象児童の集計・入力・ファイル作

成。
0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 316

45 保健所巡回指導に関すること 給食施設栄養管理状況報告書依頼 保健所提出書類の集計及びデータ入力。必要部数出力。 0 0 238 0 0 0 0 0 238 0 0 0 476

46 修了児遠足に関すること 遠足計画集計
修了児遠足計画書の内容入力（経路表内の交通機関料

金の確認）
0 0 0 0 0 20 20 10 5 0 0 0 55

47 修了児遠足に関すること 年間計画集計
各保育所から提出された年間行事予定表を基に一覧表を作

成。
0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

48 食品検査に関すること 食肉検査結果送付
検査業者から届いた食肉検査結果を必要部数印刷し、各保

育所に配布。
0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55

49 腸内細菌検査に関すること 腸内細菌検査結果送付
受託検査会社から届いた検査結果報告書のデータ入力（件

数）及び、各保育所へ配布。
60 243 215 220 276 200 220 144 226 304 272 415 2,795

50 視聴覚教材貸し出しに関すること 貸出準備（貸出表作り）
「プロジェクター・音響データ」それぞれの次年度年間分貸し出

し表の作成・出力。
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

51 育児相談・来所児童に関すること 実績集計 提出された報告書の育児相談実績を入力する。 0 0 45 25 0 62 0 0 0 0 0 0 132

52 嘱託医に関すること 内科出動実績集計・報酬費支払い
各保育所（園）認定こども園から提出された前年度実績報

告書を集計入力。
55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 165

53 嘱託医に関すること 歯科出動実績集計・報酬費支払い
出動回数・未満児・以上児の数・途中入所の件数をチェックお

よび執務日誌内容を用紙に記入し、PC入力。
55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 165

54 産休明け保育に関すること 報償費支払い①内科　②歯科
出動回数・未満児・以上児の数・途中入所の件数をチェックお

よび執務日誌内容を用紙に記入し、PC入力。
55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 165

55 新規開設園保護者アンケート集計 アンケートの集計・結果表作成
アンケート用紙の印刷、送付先の封筒印刷

アンケートのそれぞれの項目の集計をし、表にする。意見をまと
0 0 0 0 0 0 0 0 70 120 0 0 190

項目数 大項目 中項目 業務委託作業概要
年間処理

件数



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

項目数 大項目 中項目 業務委託作業概要
年間処理

件数

56 障害児保育事業 加配決定通知等封入封緘 各種書類を封入し、該当園に発送する。 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

57 スポーツ振興センター出納事務 出納簿確認、指摘事項抽出
スポ-ツ振興センター加入の保護者から共済掛金を徴収した分

の領収書の確認・公印使用簿の確認・現金出納簿の確認
0 0 0 0 0 0 110 55 0 0 0 0 165

58 児童の健康に関する事 スポット：エピペン処方児童及び年長児喘息調査 エピペン・喘息調査票を基に入力を行う。 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300

59 まかない業者封筒印刷 業者宛名印刷 データに基づき封筒を作成する 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 116

60 保育料振替口座登録 口座振替情報入力 口座振替承諾書をシステムへ口座情報登録する。 1,400 500 500 150 100 50 50 35 35 100 100 1,300 4,320

61 児童名簿発送等業務 例月：児童一覧・児童名簿発送 児童一覧・変更一覧等を郵送前に仕分ける 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 4,188

62 副食費免除対象者一覧発送 副食費免除対象者一覧の封入 印刷された帳票を封入・封緘する 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

63 園一覧情報シートのデータ整備 メール解体・ファイル命名・印刷 各園から提出のあったメールデータから帳票を印刷する 0 0 0 0 0 347 347 0 0 0 0 0 694

64 雇用・賃金支給に関すること 新年度通勤手当チェック・データ入力 書類内容確認、疑義リストや、修正リストを入力する。 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200

7,348 3,452 6,820 4,567 3,566 6,078 5,389 2,276 4,713 4,226 2,233 6,739 57,407合計


